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意 見 書 

 

公立大学法人青森県立保健大学中期計画（案）について、地方独立行政法人法

第７８条第４項の規定に基づく意見は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 意見 

  本計画（案）は、令和２年４月１日から令和８年３月３１日までを期間とす

る公立大学法人青森県立保健大学中期目標を達成するための具体的な計画と

して、適当な内容であると認められる。 

  なお、当委員会での議論の過程を踏まえ、次のとおり補足意見を付す。 

＜補足意見＞ 

  県の政策・施策の基本的な目標等に関連する項目や、大学を取り巻く環境

の変化による影響が少ない項目については、中期目標の達成状況をより的確

に把握するために、数値目標などの客観的な基準を設けることが望ましい。 

 


